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昭
和
24
年
６
月
１
日
に
人
権
擁
護

委
員
法
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ

で
、
法
務
省
と
全
国
人
権
擁
護
委
員

連
合
会
は
、
毎
年
６
月
１
日
を
「
人

権
擁
護
委
員
の
日
」
と
定
め
、
人
権

擁
護
委
員
制
度
の
周
知
と
人
権
尊
重

思
想
の
普
及
高
揚
を
呼
び
か
け
て
い

ま
す
。
人
権
擁
護
委
員
は
、
地
域
住

民
の
人
権
が
侵
害
さ
れ
な
い
よ
う
に

常
に
注
意
を
払
い
、
も
し
、
人
権
が

侵
害
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
相
談
を

受
け
、
被
害
救
済
の
た
め
に
速
や
か

に
適
切
な
処
理
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、

人
権
の
大
切
さ
に
つ
い
て
、
街
頭
啓

発
や
講
演
会
な
ど
を
通
じ
て
、
理
解

を
深
め
て
も
ら
う
た
め
の
活
動
に
も

努
め
て
い
ま
す
。
全
国
人
権
擁
護
委

員
連
合
会
で
は
、
来
る
６
月
１
日
に

「
全
国
一
斉
特
設
相
談
」
を
開
催
し
、

全
国
的
に
人
権
擁
護
委
員
の
周
知
を

図
り
ま
す
。
茨
城
県
人
権
擁
護
委
員

連
合
会
で
も
「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」

に
ち
な
ん
で
、
次
の
と
お
り
、
特
設

相
談
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
ま
し

た
。
地
元
の
人
権
擁
護
委
員
が
、
人

権
問
題
等
で
お
困
り
の
方
の
ご
相
談

を
受
け
付
け
ま
す
。

な
お
、
町
に
は
、
法
務
大
臣
が
委

嘱
し
た
次
の
人
権
擁
護
委
員
の
方
が

お
り
ま
す
。

秘
密
の
取
り
扱
い
と
な
り
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

人
権
擁
護
委
員

・
篠
崎
　
　
勝
　
さ
ん

・
古
郡
　
‹
夫
　
さ
ん

○
日
　
時

６
月
２
日
（月）

午
前
10
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

○
場
　
所

五
霞
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

○
お
問
い
合
わ
せ

五
霞
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

1
（84）
３
５
９
５

平
成
20
年
度
の
町
県
民
税
（
住
民

税
）
は
、
平
成
19
年
中
の
収
入
を
も

と
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

特
別
徴
収
（
給
与
か
ら
の
天
引
）

の
方
は
５
月
中
旬
に
、
普
通
徴
収

（
自
分
で
納
付
）
の
方
は
６
月
中
旬

に
、
納
税
通
知
書
を
発
送
い
た
し
ま

す
。

○
税
源
委
譲
時
の
年
度
間
の
所
得
変

動
に
係
る
経
過
措
置

平
成
19
年
中
所
得
が
平
成
18
年
分

に
比
べ
て
大
き
く
減
少
し
た
場
合
、

所
得
税
の
税
率
が
下
が
る
こ
と
に
よ

り
受
け
ら
れ
る
は
ず
だ
っ
た
税
源
委

譲
の
調
整
が
不
十
分
で
あ
っ
た
り
、

ま
っ
た
く
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
り
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
調
整

す
る
た
め
、
平
成
18
年
中
と
平
成
19

年
中
の
所
得
変
動
に
伴
う
負
担
増
が

大
き
い
方
の
う
ち
、
下
記
の
要
件
に

該
当
す
る
一
部
の
方
に
つ
い
て
は
、

平
成
19
年
度
分
の
住
民
税
に
限
り
税

源
委
譲
前
の
水
準
ま
で
減
額
す
る
措

置
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

対
象
者
は
次
の
両
方
の
要
件
を
満

た
し
て
い
る
方

①
平
成
19
年
度
住
民
税
の
課
税
所
得

金
額
（
申
告
分
離
課
税
分
を
除
く
）

よ
り
、
所
得
税
と
の
人
的
控
除
差
の

合
計
額
が
大
き
い
方

②
平
成
20
年
度
住
民
税
の
課
税
所
得

金
額
（
申
告
分
離
課
税
分
を
除
く
）

が
、
所
得
税
と
の
人
的
控
除
差
の
合

計
額
と
同
じ
か
小
さ
い
方

減
額
措
置
を
受
け
る
た
め
に
は

対
象
と
な
る
方
は
、
平
成
20
年
７

月
１
日
か
ら
31
日
ま
で
の
間
に
、
平

成
19
年
度
住
民
税
を
課
税
し
て
い
る

市
区
町
村
に
申
告
を
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

税
務
Ｇ
（
内
線
２
５
２
）

軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日

現
在
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

納
税
通
知
書
が
届
き
ま
し
た
ら
、
納

期
限
（
６
月
２
日
（月）
）
ま
で
に
納
付

し
て
く
だ
さ
い
。
納
付
後
は
納
税
証

明
書
を
車
検
証
と
一
緒
に
大
切
に
保

管
し
て
く
だ
さ
い
。

心
身
に
障
が
い
の
あ
る
方
が
所
有

す
る
軽
自
動
車
、
ま
た
は
心
身
に
障

が
い
の
あ
る
方
と
生
計
を
一
緒
に
し

て
い
る
方
が
所
有
す
る
軽
自
動
車

で
、
一
定
の
条
件
に
該
当
す
る
場
合

は
、
納
期
限
の
７
日
前
（
５
月
26
日

（月）
）
ま
で
に
申
請
す
る
こ
と
に
よ
り
、

軽
自
動
車
税
が
減
免
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
自
動
車
税
の
減
免
を
申
請

さ
れ
て
い
る
方
は
申
請
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
減
免
申
請
の
際
持
参
す
る
も
の

障
が
い
者
手
帳
、
運
転
免
許
証
、

納
税
通
知
書
、
印
鑑

※
減
免
申
請
書
は
、
町
民
税
務
課

に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

税
務
Ｇ
（
内
線
　
２
５
１
）

自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日
現

在
の
所
有
者
（
登
録
名
義
人
）
に
課

税
さ
れ
ま
す
。
納
税
通
知
書
が
届
き

ま
し
た
ら
、
納
期
限
（
６
月
２
日
）

ま
で
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
身
体
障
が
い
者
等
の
方
で

一
定
の
条
件
に
該
当
す
る
場
合
は
、

申
請
す
る
こ
と
に
よ
り
自
動
車
税
が

減
免
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

た
だ
し
、
納
期
限
ま
で
に
減
免
申

請
書
等
を
提
出
さ
れ
ま
せ
ん
と
減
免

措
置
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

境
県
税
事
務
所
　
収
税
課

1
（87）
１
１
２
０
㈹

町
で
は
「
子
ど
も
が
健
や
か
に
生

ま
れ
育
つ
町
」
を
目
指
し
て
、
年
４

回
乳
幼
児
健
康
相
談
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
育
児
や
予
防
接
種
等
に
つ
い

て
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
日
時

５
月
24
日
（土）

受
付
　
午
前
９
時
40
分
か
ら
10
時

ま
で

○
場
所

保
健
セ
ン
タ
ー

○
内
容

身
体
計
測
・
子
育
て
相
談
等

○
お
問
い
合
わ
せ

保
健
セ
ン
タ
ー
　
1
（84）
１
９
１
０

お
知
ら
せ

■
人
権
擁
護
委
員
に
よ
る

「
全
国
一
斉
特
設
相
談
」を
実

施
し
ま
す

※お問い合わせの「Ｇ」は「グループ」を表します。

（
総
務
課
）

■
平
成
20
年
度
町
県
民
税
に

つ
い
て

（
町
民
税
務
課
）

■
自
動
車
税
は
納
期
限
ま
で
に

納
め
ま
し
ょ
う
（
町
民
税
務
課
）

■
乳
幼
児
健
康
相
談
に
つ
い

て

（
健
康
福
祉
課
）

■
軽
自
動
車
税
は
納
期
限
ま
で

に
納
め
ま
し
ょ
う
（
町
民
税
務
課
）


